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消費生活相談情報

賃貸住宅の原状回復に関するトラブル

見 守 り レ タ ー

➢ 契約時には契約内容を十分に理解するとともに、わからない点について
は貸主側に確認しましょう。

➢ 賃貸住宅は借り物ですので、きれいに使うことを心がけましょう。また、
機器の修繕が必要になった場合には、すぐに貸主側に連絡してください。

◆ 愛媛県内の全ての市町に「消費生活相談窓口」が設置されています。
◆ 愛媛県消費生活センターでも消費生活に関する相談を受け付けております。

愛媛県消費者被害防止
見守り推進ネットワーク

事務局

➢ 賃貸借契約は長期にわたる契約であり、原則として契約内容に従うことになり
ます。

➢ エアコンや給湯器など入居時に設置されている機器に関して、貸主側に無断で
修繕等を行うと、退去時にトラブルとなる可能性があります。

消費者ホットライン １８８
（最寄りの消費生活相談窓口につながります。）

又は 愛媛県消費生活センター ０８９－９２５－３７００(相談専用)消費者庁 消費者ホットライン188
イメージキャラクター イヤヤン

愛媛県消費生活相談窓口
イメージキャラクター
「こまどりのＰiＰi」

原状回復費用の請求書に修繕費用が
含まれており、床の修繕については自然
損耗だと思い、管理会社へ内訳を教え
てほしいと伝えたが、管理会社からは請
求が続くのみであり、納得できない。

新生活に向け賃貸住宅を退去される方も多い時期ですが、退去する際の原
状回復費用について相談が寄せられることがあります。具体的には、高額な原
状回復費用を請求された、経年劣化や通常損耗分まで費用請求された、身に
覚えのない傷や汚れの修理費用を請求された、などです。

クロスに深い傷があるので修繕費
が高額になると連絡があった。
管理会社に当該箇所の写真を
見せてもらったところ、身に覚えの
ない傷だった。

➢ 国土交通省が「賃貸住宅標準契約書」や「原状回復をめぐるトラブルとガイド
ライン」を示しています。契約締結時や退去時に一読することで、契約内容や
原状回復の考え方の理解に役立ちます。

➢ 納得できない場合や、トラブルが発生した場合には、最寄りの消費生活相談
窓口へ相談しましょう。

➢ 入居前には住居の入居時の状況を記録するとともに、設置
されている機器の動作確認を行いましょう。また、退去時にも
記録を取り、原状回復費用について納得できない請求を受
けた場合には、貸主側へ費用の明細を求めたうえで話し合いましょう。
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